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基本目標 県民が家庭を築き、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現

ライフ
ステージ

子育て

若者の就学・

就職
(結婚まで)

結婚・

妊娠・

出産

重点目標 基本施策

Ⅰ 若者の生活
基盤の確保

Ⅱ 希望する人
が子どもを持てる
基盤づくり

Ⅲ すべての子
ども・子育て家庭
への切れ目ない
支援

Ⅳ 社会全体で
子ども・子育て
家庭を応援する
基盤づくり

1 キャリア教育の推進

2 就労支援

4 結婚支援

6 働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進

7 男女共同参画の推進

3 思春期保健対策の充実

5 安心・安全な妊娠・出産の確保と不妊治療への支援

8 妊娠・出産期からの切れ目ない支援の充実

10 多様な保育サービス、児童の放課後対策の拡充

23 経済的支援の充実

11 子どもの貧困・ひとり親家庭への支援

13 子どもの健康の確保

12 学校教育の充実

14 青少年の育成

15 児童虐待防止対策の推進

16 社会的養護体制の充実

17 障害のある子どもへの支援

18 外国人の子どもへの支援

19 子育てしやすい居住環境の整備

20 安心できるまちづくりの推進

21 地域の多様な主体との協働推進

22 県民・企業が一体となって応援する機運の醸成

子育て家庭への支

援の充実

子どもの健やかな

成長の支援

専門的

な知識

及び技

術を要

する支

援

基盤整備

子どもの安全な環

境の確保

9 保育の受け皿拡充と保育人材の確保

資料３ 次期計画（案） 

※下線部は現行計画からの変更点 

＜若者の就学・就職期＞【基本施策 1～4】若者の生活基盤の確保 

・キャリア教育の充実（教育委員会） 

・若者の安定雇用の確保・若者の職業的自立に向けた支援（労働局） 

・思春期の心身の健康づくり（保健医療局） 

・希望する人が結婚できるよう、出会いの機会などの結婚支援（福祉局） 

＜結婚・妊娠・出産期＞【基本施策 5～7】希望する人が子どもを持てる基盤づくり 

・安心して子どもを生み育てることができる環境づくり（福祉局・保健医療局・県民文化局） 

・働き方改革とワーク・ライフ・バランスの推進により、男性の育児参加の促進（労働局・福祉局） 

＜子育て期・子育て家庭の支援＞【基本施策 8～11】 

すべての子育て家庭への切れ目ない支援 

・子育て家庭が感じる不安や負担の解消に向けた取組や子育て世代包括支援センターの充実 

（福祉局・保健医療局） 

・待機児童解消に向けて、保育の受け皿や保育人材の確保、ＩＣＴの活用による処遇改善などの取組 

                                          （福祉局） 

・多様な保育サービスや児童の放課後対策の取組（福祉局） 

＜子育て期・子どもの健やかな成長を支援＞【基本施策 11～18】 

すべての子どもへの切れ目ない支援 

・子どもの貧困対策の推進、子どもが安心して過ごせる居場所の確保支援（子ども食堂・学習支援など） 

                                    （福祉局・教育委員会） 

・児童虐待防止対策の強化、児童相談所の体制強化や里親などの家庭的な養育の推進（福祉局） 

・ひとり親家庭の子ども、障害を持つ子ども、外国人の子どもなど、厳しい環境にある子どもへの支援 

                              （福祉局・県民文化局・教育委員会） 

＜基盤整備＞【基本施策 19～23】社会全体で子ども・子育て家庭を応援する基盤づくり 

・人にやさしい安全・安心なまちづくりを促進（防災安全局・建設局・警察本部） 

・防犯や交通安全など子どもの安全を確保する環境づくり（防災安全局・建設局・警察本部） 

・行政と地域の多様な主体との協働による子育て支援を推進し、社会全体で子育てを応援する基盤づくり 

（福祉局・県民文化局） 

・ライフステージの各段階で必要となる経済的な支援を体系的に整理する。（福祉局・教育委員会） 

ライフステージに応じた計画のポイント(案) 


